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2 

新
潟
県
条
例
第
2
4
号
 

新
潟
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

 
新
潟
県
手
数
料
条
例
（
平
成
1
2
年
新
潟
県
条
例
第
５

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
中
別
表
の
細
目
の
項
の
表
示
に

下
線
が

引
か

れ
た

別
表

の
細

目
の

項
を

次
の

表
の

改
正

後
の

欄
中

別
表
の
細
目
の
項
の
表
示
に
下
線
が
引
か
れ
た
別
表
の
細
目
の
項
と
す
る
。
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
中
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
（

別
表

の
細

目
の

項
の

表
示

を
除

く
。

以
下

「
改

正
部

分
」

と
い

う
｡
)
に
対
応
す
る
次
の
表
の
改
正
後
の
欄
中
下

線
が

引
か

れ
た

部
分

（
別

表
の

細

目
の
項
の
表
示
を
除
く
。
以
下
「
改
正
後
部
分
」
と
い

う
｡
)
が
存

在
す

る
場

合
に

は
当

該
改

正
部

分
を

当
該

改
正

後
部

分
に

改
め
、
改
正
部
分
に
対
応
す
る
改
正
後
部

分
が

存
在

し
な

い
場

合
に

は
当

該

改
正
部
分
を
削
り
、
改
正
後
部
分
に
対
応
す
る
改
正
部

分
が

存
在

し
な

い
場

合
に

は
当

該
改

正
後

部
分

を
加

え
る

。
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
の
表
中
太
線
で
囲
ま
れ
た
部

分
を

削
り
、

次
の

表
の

改
正

後
の

欄
の

表
中

太
線

で
囲

ま
れ

た
部

分
を

加
え
る
。
 

改
正

後
 

改
正

前
 

別
表

（
第
３
条
関
係
）
 

 
(
1
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

 
(
6
)
 
土
木
部
関
係
 

 
対

象
と

な

る
事
務
 

名
 

称
 

区
 

分
 

金
 
額

 

（
略
）
 

 
 

 

3
4

の ３
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 
（

略
）

 

 
 

3
4

の ４
 

マ
ン

シ
ョ

ン
の

管
理

の
適

正
化

の
推

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
2
年
法

律

第
1
4
9
号
）

第
５

条
の

３
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
管

理
計

画
の

認
定

の
申

マ
ン

シ

ョ
ン

管

理
計

画

認
定

申

請
手

数

料
 

(
1
)
 
長
期
修
繕
計

画
の
数
が
１
で

あ
る
場
合
 

１
件

に
つ
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
,
00
0
円

 

  (
2
)
 
長
期
修
繕
計

画
の
数
が
２
以

上
で
あ
る
場
合
 

１
件

に
つ

き
、
4
,
0
0
0
円

に
１
を

超
え

る
長

期
修

繕
計
画

の
数

に
1
,
8
00
円

を

乗
じ

て
得

た
額
を

加
算

し
た

額
 

別
表
（

第
３

条
関

係
）

 

 
(
1
)
～

(
5
)
 
（

略
）

 

 
(
6
)
 
土

木
部
関

係
 

 
対

象
と

な

る
事

務
 

名
 
称
 

区
 
分
 

金
 
額
 

（
略

）
 

 
 

 

3
4

の ３
 

（
略

）
 

（
略
）
 

 
（
略
）
 

 
              

 
 

 



  

3 

請
に

対
す

る
審
査
 

 
 

 
 

3
4

の ５
 

マ
ン

シ
ョ

ン
の

管
理

の
適

正
化

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

５
条

の
６

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

管
理

計
画

の
認

定
の

更
新

の
申

請
に

対
す

る
審
査
 

マ
ン

シ

ョ
ン

管

理
計

画

認
定

更

新
申

請

手
数
料
 

(
1
)
 
長
期
修
繕
計

画
の
数
が
１
で

あ
る
場
合
 

１
件

に
つ
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
,
00
0
円

 

(
2
)
 
長
期
修
繕
計

画
の
数
が
２
以

上
で
あ
る
場
合
 

１
件

に
つ

き
、
4
,
0
0
0
円

に
１
を

超
え

る
長

期
修

繕
計
画

の
数

に
1
,
8
00
円

を

乗
じ

て
得

た
額
を

加
算

し
た

額
 

 
3
4

の ６
 

マ
ン

シ
ョ

ン
の

管
理

の
適

正
化

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

５
条

の
７

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

管
理

計
画

の
変

更
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審
査
 

マ
ン
シ

ョ
ン
管

理
計
画

変
更
認

定
申
請

手
数
料
 

 
１

件
に

つ
き

、
次

に
掲

げ
る

額
を

合

算
し

た
額

 

(
1
)
 
管

理
規

約
の

基
準

に
係

る
事

項

の
変

更
に

つ
い
て

は
、

4
,
3
0
0円

 

(
2
)
 
管

理
組

合
の

経
理

の
基

準
に

係

る
事

項
の

変
更

に
つ

い
て

は
、

4
,
5
0
0
円

 

(
3
)
 
長

期
修

繕
計

画
の

作
成

又
は

見

直
し

の
基

準
に

係
る

事
項

の
変

更

に
つ

い
て

は
、

変
更

に
係

る
長

期

修
繕

計
画

の
数

が
１

で
あ

る
場

合

に
あ

っ
て

は
9
,8
0
0
円

、
変

更
に
係

る
長

期
修

繕
計

画
の

数
が

２
以

上

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
9,
80
0円

に
１

を
超

え
る

当
該

長
期

修
繕

計

画
の

数
に

5
,
0
00
円

を
乗

じ
て
得

た

                                 



  

4 

額
を

加
算

し
た
額

 

(
4
)
 
そ

の
他

の
基

準
に

係
る

事
項

の

変
更

に
つ

い
て
は

、
2
,
0
0
0
円
 

3
4

の ７
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 
（

略
）

 

3
5
 

長
期

優
良

住
宅

の
普

及
の

促
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
2
0
年

法

律
第

8
7

号
）

第
５

条
第

１
項

か
ら

第
７

項
ま

で
の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
等

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査
 

長
期

優

良
住

宅

建
築

等

計
画

等

認
定

申

請
手

数

料
 

                   

(
1
)
 
一

戸
建

て

（
新
築
を
し
よ

う
と
す
る
も
の

に
限
る
｡
)
に
係

る
も
の
 

（
略

）
 

(
2
)
 
共
同
住
宅
等

（
新
築
を
し
よ

う
と
す
る
も
の

に
限
る
｡
)
に
係

る
も
の
 

１
件

に
つ

き
 

次
に

掲
げ

る
額

（
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

６
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
に

建
築

確
認

等
手

数
料
額

を
加

え
た

額
）

 

    (
1
)
～

(
8
)
 
（
略

）
 

(
3
)
 
一

戸
建

て

（
新
築
を
し
よ

う
と
す
る
も
の

を
除
く
｡
)
に
係

る
も
の
 

   

（
略

）
 

 

   
 

 
3
4

の ４
 

（
略

）
 

（
略
）
 

 
（
略
）
 

3
5
 

長
期

優
良

住
宅

の
普

及
の

促
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
2
0
年

法

律
第

8
7

号
）

第
５

条
第

１
項

か
ら

第
３

項
ま

で
の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

長
期

優

良
住

宅

建
築

等

計
画

認

定
申

請

手
数
料
 

(
1
)
 
新
築
を
し
よ

う
と
す
る
住

宅

が
一
戸
建
て
で

あ
る
場
合
 

 

（
略
）
 

(
2
)
 
新
築
を
し
よ

う
と
す
る
住

宅

が
共
同
住
宅
等

で
あ
る
場
合
 

１
件

に
つ

き
、

次
に

掲
げ

る
額

（
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

６
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
に

建
築

確
認

等
手

数
料

額
を

加
え

た
額

）
を

、
申

請
に

係
る

共
同

住
宅

等
に

つ
い

て
同

時
に

申
請

さ
れ

た
住

戸
の

数
で

除
し

て
得

た
額

（
そ

の
額
に
1
0
0
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
 

(
1
)
～
(
8
)
 
（
略
）
 

(
3
)
 
増
築
又
は
改

築
を
し
よ
う
と

す
る
住
宅
（
新

築
の
時
に
長
期

優
良

住
宅

建

築
等
計
画
の
認

定
を
受
け
て
い

な
い
も
の
に
限

る
｡
)
が
一
戸
建

て
で
あ
る
場

合
 

（
略
）
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(
4
)
 
共
同
住
宅
等

（
新
築
を
し
よ

う
と
す
る
も
の

を
除
く
｡
)
に
係

る
も
の
 

                            

１
件

に
つ

き
 

次
に

掲
げ

る
額

（
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

６
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
に

建
築

確
認

等
手

数
料
額

を
加

え
た

額
）

 

    (
1
)
～

(
8
)
 
（
略

）
 

(
4
)
 
増
築
又
は
改

築
を
し
よ
う
と

す
る
住
宅
（
新

築
の
時
に
長
期

優
良

住
宅

建

築
等
計
画
の
認

定
を
受
け
て
い

な
い
も
の
に
限

る
｡
)
が
共
同
住

宅
等

で
あ
る
場

合
 

１
件

に
つ

き
、

次
に

掲
げ

る
額

（
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

６
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
に

建
築

確
認

等
手

数
料

額
を

加
え

た
額

）
を

、
申

請
に

係
る

共
同

住
宅

等
に

つ
い

て
同

時
に

申
請

さ
れ

た
住

戸
の

数
で

除
し

て
得

た
額

（
そ

の
額
に
1
0
0
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
 

(
1
)
～
(
8
)
 
（
略
）
 

 
 

 
 

3
5

の ２
 

長
期

優
良

住
宅

の
普

及
の

促
進

に
関

す
る

法
律

第
５

条
第

４
項

又
は

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

区
分

所

有
住

宅

に
係

る

長
期

優

良
住

宅

建
築

等

計
画

認

定
申

請

手
数
料
 

(
1
)
 
新
築
を
し
よ

う
と
す
る
場

合
 

１
件
に
つ
き
 

次
に

掲
げ

る
額

（
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

６
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
に

建
築

確
認
等
手
数
料
額
を
加
え
た
額
）
 

(
1
)
 
総

戸
数

が
５

戸
以

内
の

も
の

に

つ
い
て
は
、
2
4,
8
0
0
円
 

(
2
)
 
総

戸
数

が
５

戸
を

超
え

1
0
戸

以

内
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

3
7
,
50
0

円
 

(
3
)
 
総

戸
数

が
1
0
戸

を
超

え
2
5
戸

以

内
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

5
9
,
10
0

円
 

(
4
)
 
総

戸
数

が
2
5
戸

を
超

え
5
0
戸

以

内
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

9
1
,
70
0

円
 

(
5
)
 
総
戸
数
が
50
戸
を
超
え
1
0
0戸

以

内
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
1
3
7
,
20
0

円
 

(
6
)
 
総

戸
数

が
1
0
0
戸

を
超

え
2
0
0
戸
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以
内

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

2
2
9
,
5
0
0
円
 

(
7
)
 
総

戸
数

が
2
0
0
戸

を
超

え
3
0
0
戸

以
内

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

2
8
9
,
3
0
0
円
 

(
8
)
 
総
戸
数
が
3
0
0
戸
を
超
え
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
3
2
7
,
8
0
0
円
 

  
(
2
)
 
新
築
の
時
に

長
期

優
良

住

宅
建

築
等

計

画
の
認
定
を
受

け
て
い
な
い
住

宅
の
増
築
又
は

改
築
を
し
よ
う

と
す
る
場
合
 

１
件
に
つ
き
 

次
に

掲
げ

る
額

（
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

６
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
に

建
築

確
認
等
手
数
料
額
を
加
え
た
額
）
 

(
1
)
 
総

戸
数

が
５

戸
以

内
の

も
の

に

つ
い
て
は
、
3
4,
6
0
0
円
 

(
2
)
 
総

戸
数

が
５

戸
を

超
え

1
0
戸

以

内
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

5
3
,
70
0

円
 

(
3
)
 
総

戸
数

が
1
0
戸

を
超

え
2
5
戸

以

内
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

8
6
,
10
0

円
 

(
4
)
 
総

戸
数

が
2
5
戸

を
超

え
5
0
戸

以

内
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
1
3
4
,
90
0

円
 

(
5
)
 
総
戸
数
が
50
戸
を
超
え
1
0
0戸

以

内
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
2
0
3
,
20
0

円
 

(
6
)
 
総

戸
数

が
1
0
0
戸

を
超

え
2
0
0
戸

以
内

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

3
4
1
,
7
0
0
円
 

(
7
)
 
総

戸
数

が
2
0
0
戸

を
超

え
3
0
0
戸

以
内

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
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3
6
 

長
期

優
良

住
宅
の

普

及
の
促

進

に
関
す

る

法
律
第

８

条
第
１

項

の
規
定

に

基
づ
く

長

期
優

良
住

宅
建

築
等

計
画

等

（
同

法
第

５
条

第
１

項
か

ら
第

７
項

ま
で

の
規

定
に

よ
る

認
定

の
申

請
に

基
づ

き
認

定
を

受
け

た
も

の
に

限
る
｡
)
の

変
更

の
認

定
（

同
法

第
９

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
請

に
係

る
も

の
を

長
期

優

良
住

宅

建
築

等

計
画

等

変
更

認

定
申

請

手
数
料
 

(
1
)
 
一

戸
建

て

（
新
築
の
時
に

長
期
優
良
住
宅

建
築
等
計
画
の

認
定
を
受
け
た

も
の
に
限
る
｡
)

に
係
る
も
の
 

 

（
略

）
 

 
 

(
2
)
 
共
同
住
宅
等

（
新
築
の
時
に

長
期
優
良
住
宅

建
築
等
計
画
の

認
定
を
受
け
た

も
の
に
限
る
｡
)

に
係
る
も
の
 

１
件

に
つ

き
 

次
に

掲
げ

る
額

（
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

８
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

６
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
に

建
築

確
認

等
手
数

料
額

を
加

え
た
額

）
 

     (
1
)
～

(
8
)
 
（
略

）
 

(
3
)
 
一

戸
建

て

（
新
築
の
時
に

長
期
優
良
住
宅

建
築
等
計
画
の

認
定
を
受
け
た

も
の
を
除
く
｡
)

に
係
る
も
の
 

 

（
略

）
 

4
3
1
,
3
0
0
円
 

(
8
)
 
総
戸
数
が
3
0
0
戸
を
超
え
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
4
8
9
,
0
0
0
円
 

  

3
6
 

長
期

優
良

住
宅

の
普

及
の

促
進

に
関

す
る

法
律

第
８

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
長

期
優

良
住

宅
建

築
等

計
画

（
同

法
第

５
条

第
１

項
か

ら
第

３
項

ま
で

の
規

定
に

よ
る

認
定

の
申

請
に

基
づ

き
認

定
を

受
け

た
も

の
に

限

る
｡
)
の

変

更
の

認
定

（
同

法
第

９
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
申

請
に

係
る

も
の

を
除

長
期

優

良
住

宅

建
築

等

計
画

変

更
認

定

申
請

手

数
料
 

(
1
)
 
新
築
の
時
に

認
定
を
受
け
た

長
期

優
良

住

宅
建

築
等

計

画
の
変
更
を
し

よ
う
と
す
る
住

宅
が
一
戸
建
て

で
あ
る
場
合
 

（
略
）
 

(
2
)
 
新
築
の
時
に

認
定
を
受
け
た

長
期

優
良

住

宅
建

築
等

計

画
の
変
更
を
し

よ
う
と
す
る
住

宅
が
共
同
住
宅

等
で
あ
る
場
合
 

１
件

に
つ

き
、

次
に

掲
げ

る
額

（
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

８
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

６
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
に

建
築

確
認

等
手

数
料

額
を

加
え

た
額

）
を

、
申

請
に

係
る

共
同

住
宅

等
に

つ
い

て
同

時
に

申
請

さ
れ

た
住

戸
の

数
で

除
し

て
得

た
額

（
そ
の
額
に
1
0
0
円
未
満
の
端
数
を
生

じ
た

と
き

は
、

こ
れ

を
切

り
捨

て
た

額
）
 

(
1
)
～
(
8
)
 
（
略
）
 

(
3
)
 
増
築
又
は
改

築
の
時
に
認
定

を
受

け
た
長

期

優
良

住
宅

建

築
等
計
画
の
変

更
を
し
よ
う
と

す
る
住
宅
が
一

戸
建
て
で
あ
る

（
略
）
 



  

8 

除
く
｡
)
の

申
請

に
対

す
る
審
査
 

 
 

(
4
)
 
共
同
住
宅
等

（
新
築
の
時
に

長
期
優
良
住
宅

建
築
等
計
画
の

認
定
を
受
け
た

も
の
を
除
く
｡
)

に
係
る
も
の
 

１
件

に
つ

き
 

次
に

掲
げ

る
額

（
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

８
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

６
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
に

建
築

確
認

等
手
数

料
額

を
加

え
た
額

）
 

     (
1
)
～

(
8
)
 
（
略

）
 

                  

く
｡
)
の

申

請
に

対
す

る
審

査
 

場
合
 

(
4
)
 
増
築
又
は
改

築
の
時
に
認
定

を
受

け
た
長

期

優
良

住
宅

建

築
等
計
画
の
変

更
を
し
よ
う
と

す
る
住
宅
が
共

同
住
宅
等
で
あ

る
場
合
 

１
件

に
つ

き
、

次
に

掲
げ

る
額

（
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

８
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

６
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
に

建
築

確
認

等
手

数
料

額
を

加
え

た
額

）
を

、
申

請
に

係
る

共
同

住
宅

等
に

つ
い

て
同

時
に

申
請

さ
れ

た
住

戸
の

数
で

除
し

て
得

た
額

（
そ
の
額
に
1
0
0
円
未
満
の
端
数
を
生

じ
た

と
き

は
、

こ
れ

を
切

り
捨

て
た

額
）
 

(
1
)
～
(
8
)
 
（
略
）
 

 
 

 
 

3
6

の ２
 

長
期

優
良

住
宅

の
普

及
の

促
進

に
関

す
る

法
律

第
８

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
長

期
優

良
住

宅
建

築
等

計
画

（
同

法
第

５
条

第
４

項
又

は
第

５
項

の
規

定
に

よ
る

認
定

の
申

請
に

基
づ

き
認

区
分

所

有
住

宅

に
係

る

長
期

優

良
住

宅

建
築

等

計
画

変

更
認

定

申
請

手

数
料
 

(
1
)
 
新
築
の
時
に

認
定
を
受
け
た

長
期

優
良

住

宅
建

築
等

計

画
の
変
更
を
し

よ
う
と
す
る
場

合
 

１
件
に
つ
き
 

次
に

掲
げ

る
額

（
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

８
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

６
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
に

建
築
確
認
等
手
数
料
額
を
加
え
た
額
）
 

(
1
)
 
総

戸
数

が
５

戸
以

内
の

も
の

に

つ
い
て
は
、
1
2,
4
0
0
円
 

(
2
)
 
総

戸
数

が
５

戸
を

超
え

1
0
戸

以

内
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

1
8
,
70
0

円
 

(
3
)
 
総

戸
数

が
1
0
戸

を
超

え
2
5
戸

以

内
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

2
9
,
50
0

円
 

(
4
)
 
総

戸
数

が
2
5
戸

を
超

え
5
0
戸

以

内
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

4
5
,
80
0

円
 



  

9 

                                 

定
を

受
け

た
も

の
に

限
る

｡
)
の

変
更

の
認

定
（

同
法

第
９

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
る

申
請

に
係

る
も

の
を

除
く

｡
)
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

(
5
)
 
総
戸
数
が
50
戸
を
超
え
1
0
0戸

以

内
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

6
8
,
60
0

円
 

(
6
)
 
総

戸
数

が
1
0
0
戸

を
超

え
2
0
0
戸

以
内

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

1
1
4
,
7
0
0
円
 

(
7
)
 
総

戸
数

が
2
0
0
戸

を
超

え
3
0
0
戸

以
内

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

1
4
4
,
6
0
0
円
 

(
8
)
 
総
戸
数
が
3
0
0
戸
を
超
え
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
1
6
3
,
9
0
0
円
 

  
(
2
)
 
増
築
又
は
改

築
の
時
に
認
定

を
受

け
た
長

期

優
良

住
宅

建

築
等
計
画
の
変

更
を
し
よ
う
と

す
る
場
合
 

１
件
に
つ
き
 

次
に

掲
げ

る
額

（
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

８
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

６
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
に

建
築
確
認
等
手
数
料
額
を
加
え
た
額
）
 

(
1
)
 
総

戸
数

が
５

戸
以

内
の

も
の

に

つ
い
て
は
、
1
7,
3
0
0
円
 

(
2
)
 
総

戸
数

が
５

戸
を

超
え

1
0
戸

以

内
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

2
6
,
80
0

円
 

(
3
)
 
総

戸
数

が
1
0
戸

を
超

え
2
5
戸

以

内
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

4
3
,
00
0

円
 

(
4
)
 
総

戸
数

が
2
5
戸

を
超

え
5
0
戸

以

内
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

6
7
,
40
0

円
 

(
5
)
 
総
戸
数
が
50
戸
を
超
え
1
0
0戸

以

内
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
1
0
1
,
60
0

円
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（
略
）
 

 
 

 

3
8
 

長
期

優
良

住
宅

の
普

及
の

促
進

に
関

す
る

法
律

第
1
0

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
長

期
優

良
住

宅
建

築
等

計
画

等
の

認
定

を
受

け
た

地
位

の
承

継
の

承
認

申
請

に
対

す
る

審
査
 

長
期

優

良
住

宅

建
築

等

計
画

等

の
認

定

を
受

け

た
地

位

の
承

継

の
承

認

申
請

手

数
料
 

 
（

略
）

 

（
略
）
 

 
 

 

(
6
)
の

２
～
(
9
) 

（
略
）
 

(
6
)
 
総

戸
数

が
1
0
0
戸

を
超

え
2
0
0
戸

以
内

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

1
7
0
,
8
0
0
円
 

(
7
)
 
総

戸
数

が
2
0
0
戸

を
超

え
3
0
0
戸

以
内

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

2
1
5
,
6
0
0
円
 

(
8
)
 
総
戸
数
が
3
0
0
戸
を
超
え
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
2
4
4
,
5
0
0
円
 

 

（
略

）
 

 
 

 

3
8
 

長
期

優
良

住
宅

の
普

及
の

促
進

に
関

す
る

法
律

第
1
0

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
長

期
優

良
住

宅
建

築
等

計
画

の
認

定
を

受
け

た
地

位
の

承
継

の
承

認
申

請
に

対
す

る
審

査
 

長
期

優

良
住

宅

建
築

等

計
画

の

認
定

を

受
け

た

地
位

の

承
継

の

承
認

申

請
手

数

料
 

 
（
略
）
 

（
略

）
 

 
 

 
 

 
(
6
)
の

２
～

(9
)
 
（

略
）
 

附
 
則
 

こ
の
条
例
中
別
表
第
６
号
の
表
3
4
の
４
の
項
を
3
4
の
７

の
項

と
し

、
3
4
の

３
の
項

の
次

に
３

項
を

加
え

る
改

正
は

公
布

の
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
は
令
和
４
年
1
0
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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